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北海道電力ネットワーク株式会社　流通総務部長　山田 晃史　殿
北陸電力送配電株式会社　総務・コンプライアンス推進部　資材室長　吉田　智信　殿
中部電力パワーグリッド株式会社 調達部長　山本　哲　殿　
中国電力ネットワーク株式会社　業務部長　辻　通利　殿　　　　　　　　　　 
四国電力送配電株式会社契約代理人  四国電力株式会社　資材部長　益　伸雄　殿                                  

（機密の保持）
貴社開催の「第２世代スマートメーター通信装置の調達」（以下、「本件」という）の仕様概要および発注説明会（以下、「説明会」という）で提供される情報、又は本件に関して今後提供される情報（以下、併せて「本件情報」という）に関し、以下の事項を遵守することをここに誓約いたします。 

1． 本件情報を厳重に秘密として保持し、貴社の事前の書面による同意なく、当社の本件に関係する役職員もしくは弁護士等以外の第三者に開示又は漏洩しないこと。 
2． 開示対象者に対して本件情報を開示する場合は、当社の責任において開示するものとし、本誓約書に定める義務と同等の義務を遵守させること。
3． 本件に係る検討、提案および質問等を行う以外の目的で、本件情報を使用しないこと。 
4． 本件情報に係るすべての権利が貴社に帰属することを確認するとともに、本件情報に基づいてなされた発明、考案、意匠等の創作について、貴社からあらかじめ書面による同意を得ることなく、特許権、実用新案権、意匠権等の権利の取得または出願等をしないこと。
5． 貴社から求められた場合は、本件情報（複写、引用、加工等した情報を含む。）を速やかに返却又は廃棄すること。 
6． 本件情報の正確性、有用性および非侵害性について、貴社に対しいかなる保証も求めないこと。
7． 本件情報について、第三者より法令等に基づいて開示請求を受け、これに基づき開示義務を負う場合は、速やかに貴社と協議のうえ、対応を決するものとすること。
8． 漏洩、改竄、紛失、滅失等、本件情報に関する事故が発生した場合は、当社は直ちに貴社に書面により報告し、貴社の事前聴取に応じるものとする。
9． 見積に際し、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」第３条の規定に違反する行為を行わないこと。 
10． 上記１～８の各号に違反した場合、または違反行為の事実が明らかと認められた場合は、　　
①貴社及びその関係者が被る損害、損失、費用等をすべて負担すること。
②その後の本件に係る発注プロセスに参加する資格を失うこと。 　
11． 上記９に違反した場合、または違反行為の事実が明らかと認められた場合は、本件に係る契約手続きの進捗にしたがい、その時点で契約を無効とすること、または、損害賠償請求等のいかなる措置を行っても異議を唱えないこと。
12． 本誓約書および本件に関する一切の紛争については，日本法を準拠法とし，北海道電力ネットワーク株式会社、北陸送配電株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力送配電株式会社のうち訴訟の当事者となる会社の以下管轄裁判所とすること。
北海道電力ネットワーク株式会社：札幌地方裁判所
北陸電力送配電株式会社：富山地方裁判所
中部電力パワーグリッド株式会社：名古屋地方裁判所
中国電力ネットワーク株式会社：広島地方裁判所
四国電力送配電株式会社：高松地方裁判所

（反社会的勢力の排除）
当社は，当社の役員等または経営に実質的に関与している者が，反社会的勢力（暴力団，暴力団員，暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者，暴力団準構成員，暴力団関係企業，総会屋等，社会運動等標ぼうゴロ，特殊知能暴力集団，その他これらに準ずる者をいう。）と，直接または間接の関係を一切有していないことおよび将来も有しないことをここに誓約します。

2026年1月  日 
 
           　　　　　　　　　　　　　（誓約者）                    
住  所：                    
社  名：  
役職名：                   　　　　 印
氏  名： 
